
医療等の分野の機微性の高い個人情報について特段の措置等を検討
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順次、マイナンバーの利用開始

【27年1月から利用する手続のイメージ】
○社会保障分野
・年金に関する相談・照会

○税分野
・申告書・法定調書等への記載

○防災分野
・要援護者リストへのマイナンバー記載
※ただし、事前に条例の手当てが必要

システム要件定義 実証事業

詳細設計 プログラム設計、単体テスト

社会保障・税番号制度の導入に向けたロードマップ

法案
成立

政省令

情報保護評価ガイドライン作成 （情報保護評価ＳＷＧ）

☆『マイナンバー法案』を24年通常国会に提出
１．番号交付：市町村長が個人にマイナンバーを通知、国税庁長官が法人等に法人番号を指定。
２．利用範囲：「税＋社会保障＋防災の各分野」から開始。

医療等の分野については、まずは医療保険者における手続で利用。
３．情報連携：番号個人情報の提供は原則禁止。番号個人情報の授受は法律に規定したものに限り可能。
４．個人情報保護：三条委員会型の第三者機関を内閣府に設置、罰則の強化等により抑止力を向上。

☆その他各府省の関連法令の改正が必要。
関係法律の改正を『マイナンバー法整備法案』として国会

に提出
・住民基本台帳法
・電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律
・商業登記法
・内閣府設置法
・総務省設置法
・財務省設置法 などが想定される。
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情報連携基盤の運用開始
マイ・ポータルの運用開始

28年1月より、国の
機関間の連携から
開始し、28年7月を
目途に地方公共団
体との連携について
も開始。
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情報連携基盤等の監査

委員会規則

番号カードの交付
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平成23年12月16日
社会保障・税に関わる番号制度に

関する実務検討会決定
参考資料２


